
”ポスト２００５”教育の情報化に関する取組のあり方
についての検討体制

初等中等教育関係

生涯学習等関係 法制度問題等関係

・平成15年度の著作権法改正に伴う、
32,35条関係の論点の総括 等
・ITを活用した教育・学習を進めるに
あたり、今後問題となる論点を検討
（無線LAN、地上デジタル 等）

・2006年度以降の、生涯学習分野のIT
施策の実施すべき方向性・課題・対応
について （生涯学習へのアクセス、学習
資源の循環・共有 等）
・高度なIT人材の育成施策について

等

本検討会を中心に

情報化の進展等に対応した教育の情報化の今後の在り方

について検討。（学校教育における情報技術の活用の促進 等）

●委託調査研究により実施。

（研究会および関係者ヒアリング） （研 究 会）
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